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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】蓄熱材内部の熱移動がスムーズであり、また、
蓄熱材と熱媒体との熱交換を効率よく行うことができる
蓄熱材及びこの蓄熱材を用いた蓄熱器を提供する。
【解決手段】蓄熱材３は、連続気孔を有する熱伝導性多
孔質体１の空隙４の一部に、固体蓄熱物質２が保持され
ており、上記蓄熱材の内部に熱媒体を流動させることに
より、熱媒体との間における高い熱交換効率を得ること
ができる。上記固体蓄熱物質に比べて熱伝導性多孔質体
の熱伝導率は高く、一体的につながっているため、固体
蓄熱物質だけの場合に比べて蓄熱材の熱伝導率が格段に
大きくなる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続気孔を有する熱伝導性多孔質体の空隙の一部に固体蓄熱物質が保持されている、蓄
熱材。
【請求項２】
　上記固体蓄熱物質材は、固体形状を保持したまま潜熱を蓄熱できる蓄熱物質である、請
求項１に記載の蓄熱材。
【請求項３】
　上記熱伝導性多孔質体の上記空隙の全表面に上記蓄熱物質が積層保持されている、請求
項１又は請求項２のいずれか１項に記載の蓄熱材。
【請求項４】
　上記蓄熱材は、上記熱伝導性多孔質体に上記蓄熱物質を保持して構成される蓄熱部と、
上記蓄熱物質を保持させない通気部とを備える、請求項１又は請求項２のいずれか１項に
記載の蓄熱材。
【請求項５】
　上記熱伝導性多孔質体が、金属多孔質体である、請求項１から請求項４のいずれか１項
に記載の蓄熱材。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の蓄熱材を備えるとともに、熱媒体を上記
蓄熱材の空隙に通過させて熱交換するように構成された、蓄熱器。
【請求項７】
　上記蓄熱器内に他の熱媒体を通すパイプを備え、上記パイプの外周面に上記多孔質体が
接合されている、請求項６に記載の蓄熱器。
【請求項８】
　上記蓄熱材の内部に、上記パイプの外周部に接合された熱伝導部材を設けた、請求項７
に記載の蓄熱器。
【請求項９】
　蓄熱容器内に収容された上記蓄熱材の内部に、上記空隙内を流れる熱媒体を所定の経路
に沿って流動させる規制手段を設けた、請求項６から請求項８のいずれか１項に記載の蓄
熱器。
【請求項１０】
　蓄熱器内に保持された通気性のある多孔質蓄熱材の空隙内部に熱媒体を通過させること
により熱交換を行う、蓄熱器における熱交換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、蓄熱材及びこれを用いた蓄熱器に関する。詳しくは、蓄熱容量が大きいと
ともに、熱媒体との熱交換効率が高く、また、空気等の熱媒体を蓄熱材に直接作用させる
ことのできる蓄熱材及び蓄熱器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の車室の暖房を行うために、ヒートポンプ式の空調装置が用いられることが多い
。一般的な車両用のヒートポンプ式空調装置は、エンジンの回転を取り出してコンプレッ
サを作動させ、外気から室内へ熱を移動させるように構成されている。このため、エンジ
ンの燃費が低下するといった問題が生じる。また、エンジンが作動していなければ空調装
置を利用することはできない。
【０００３】
　また、電気自動車に上記従来の空調装置を適用する場合、コンプレッサを作動させるた
めの電力も必要となり、消費電力が大きくなる。このため、バッテリーの消耗が早まると
いった問題が生じる。
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【０００４】
　上記問題を緩和するため、エンジンやモータ等で発生した排熱を蓄熱器に蓄熱して空調
に利用するシステムが提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平２－２２０９２０号
【特許文献２】特開平６－９９７２４号
【０００６】
　上記特許文献１には、蓄熱を利用して車両内の空調を行う車両用蓄熱空調装置が開示さ
れている。上記特許文献１に記載されている車両用蓄熱空調装置では、熱媒体が流動する
パイプを、蓄熱材を充填した蓄熱容器内に配置して蓄熱器を構成し、エンジン等の駆動源
を含む入熱回路から上記蓄熱器に熱を蓄積するように構成している。一方、車室内に設け
た空調装置を含む放熱回路を介して上記蓄熱器に蓄積した熱を車室内に移動して放熱させ
、室内の暖房を行うように構成している。
【０００７】
　上記特許文献１に記載されている蓄熱空調装置では、蓄熱材として水が用いられている
。しかしながら、水の比熱は小さく、また、充分な熱量を得るには、大量の水を保持させ
た蓄熱器を採用しなければならない。このため、蓄熱器が大型化するとともに、重量も増
大するという問題が発生する。また、水の比熱を利用して蓄熱するものであるため、熱容
量が小さく、また、放熱するにしたがって、蓄熱材の温度が変化する。このため、安定し
た温度で空調を行うのは困難である。
【０００８】
　上記不都合を解決するこめ、特許文献２に記載されているような樹脂製の蓄熱物質及び
この蓄熱物質を用いた蓄熱器が提供されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の蓄熱器は、液体あるいは固体の蓄熱材を充填した蓄熱容器内にパイプを通し、こ
のパイプの周壁を介して熱媒体と蓄熱材との熱交換を行うように構成されている。
【００１０】
　ところが、上記パイプの周壁を介して熱交換を行う場合、蓄熱材と上記パイプとの接触
面積が限られる。このため、蓄熱器から短時間に大きな熱量を取り出し、あるいは蓄熱材
に入熱することは困難である。また、蓄熱材と上記パイプとの接触面積を大きくするには
、蓄熱器内に長い配管を設ける必要があり、蓄熱器が大型化するといった問題が生じる。
【００１１】
　上述したような固体状態の樹脂蓄熱材は比熱が水より大きい。このため、水を利用した
蓄熱材より大量の熱を蓄熱することができる。しかしながら、上記パイプを介して蓄熱あ
るいは放熱させる場合、上記従来と同様の問題が生じる。また、固体の蓄熱材を採用した
場合、水等の液体蓄熱材のような対流現象は生じず、蓄熱材内部を熱伝導によって熱が移
動する。したがって、蓄熱材内部での熱移動がスムーズに行われず、蓄熱材各部の温度差
が大きくなる。したがって、熱媒体との熱交換効率も悪くなる。
【００１２】
　また、自動車エンジン等の暖機運転を行うことにより燃費を向上させることができる。
ところが、暖機運転を行うには、短時間に大量の熱をエンジン等に投入する必要がある。
上記従来の蓄熱材及び蓄熱器は、熱容量が小さく、また、短時間に大量の熱を取り出すの
は困難である。このため、従来の蓄熱材を用いて暖機運転を行うことは困難であった。
【００１３】
　本願発明は、上記問題を解決し、蓄熱容量が大きく、蓄熱材内部の熱移動がスムーズで
あり、また、蓄熱材と熱媒体との熱交換を効率よく行うことができるとともに、大量の熱
を短時間で入熱あるいは放熱させることができる蓄熱材及びこの蓄熱材を用いた蓄熱器を
提供することを課題としている。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に記載した発明は、連続気孔を有する熱伝導性多孔質体の空隙の一部に、固体
蓄熱物質を保持して蓄熱材を構成したものである。
【００１５】
　本願発明に係る蓄熱材においては、連続気孔を有する熱伝導性多孔質体の空隙に固体蓄
熱物質を保持させている。上記蓄熱物質に比べて上記多孔質体の熱伝導率は高い。しかも
、上記多孔質体は、一体的につながっているため、蓄熱物質だけの場合に比べて蓄熱材の
熱伝導率が格段に大きくなる。したがって、入熱時や放熱時において、蓄熱材内部での熱
移動が従来に比べて格段に速くなり、蓄熱材各部の温度差も小さくなる。また、短時間に
大量の熱を蓄熱し、かつ放熱することが可能となる。
【００１６】
　また、本願発明では、連続気孔を有する上記多孔質体の空隙の一部に固体蓄熱物質を保
持させることにより、蓄熱材自体に通気性を付与している。すなわち、本願発明に係る蓄
熱材自体が、連続気孔を有する多孔質体を構成している。この構成によって、蓄熱材の内
部に、流体状の熱媒体を流動させて、上記蓄熱材と上記熱媒体との間で直接熱交換させる
ことが可能となる。
【００１７】
　これにより、熱媒体と蓄熱材とを、非常に大きな熱交換面を介して熱交換させることが
可能となり、短時間に大量の熱を交換することが可能となる。特に、粘度の低い空気等の
気体を熱媒体として利用すると、上記蓄熱材間を通過する抵抗も小さくなり、大量の空気
等と熱交換をすることも可能となる。
【００１８】
　また、蓄熱器から短時間に大量の熱を取り出すことができるため、本願発明に係る蓄熱
材を自動車に適用する場合、空調用途のみならず、自動車の種々の部位における暖機運転
に利用することも可能となる。
【００１９】
　通気性を備えるとともに上記固体蓄熱物質を保持できれば、種々の熱伝導性多孔質体を
採用できる。たとえば、請求項５に記載した発明のように、銅、ニッケルやニッケルクロ
ム合金等の金属多孔質体を採用できる。これら金属多孔質体は、固体蓄熱物質に比べて熱
伝導率が高く、蓄熱材内部での熱移動が迅速に行われる。
【００２０】
　上記金属多孔質体の形態及び製造手法も特に限定されることはない。たとえば、発泡に
より内部に連続気孔を形成した金属多孔質体を採用できる。また、特許第２６２８６００
号公報に記載されているような、３次元編状構造を備える金属多孔質体の空隙部に固体蓄
熱物質を保持させることにより蓄熱材を形成することができる。
【００２１】
　上記多孔質体として、７０％以上の空隙率を備えるものを採用するのが好ましい。さら
に、９０％以上の空隙率を備えるものを採用するのがより好ましい。空隙率が大きくなる
ほど、上記多孔質体に保持させることができる固体蓄熱物質の量が増加し、蓄熱材の熱容
量が大きくなる。また、熱媒体が通過する際の流動抵抗を小さくすることができる。
【００２２】
　必要な通気性を確保できれば、上記多孔質体における上記固体蓄熱物質の保持量や保持
形態も特に限定されることはない。たとえば、請求項３に記載した発明のように、上記熱
伝導性多孔質体の上記空隙の全表面に上記蓄熱物質を積層保持させて蓄熱材を構成するこ
とができる。この場合、多孔質体の全表面が蓄熱物質で覆われた構造を備えるため、熱容
量の大きい蓄熱材を構成できる。
【００２３】
　固体蓄熱物質を保持させた状態での蓄熱材の空隙率は、必要な熱容量、作用させる熱媒
体等によって設定することができる。たとえば、空気を熱媒体として利用する場合、蓄熱
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材の空隙率を５０％以下に設定するのが好ましい。これにより、熱容量及び通気性を確保
しながら、放熱効果を実現することができる。一方、空隙率を５％以上に設定するのが好
ましい。５％以下の場合、蓄熱材中に連続気孔を形成しにくく、蓄熱材中に熱媒体の通路
を確保するのが困難になる。
【００２４】
　上記固体蓄熱物質を、上記多孔質体の内部に均一に分散保持させることもできるし、多
孔質体の所定の領域において蓄熱物質を保持させる一方、蓄熱物質を保持させない部分あ
るいは、保持量を小さく設定して空隙率を大きく設定した部分を設けることができる。た
とえば、請求項４に記載した発明のように、上記熱伝導性多孔質体に上記蓄熱物質を保持
して構成される蓄熱部と、上記蓄熱物質を保持させない通気部とを備えて構成することが
できる。この構成を採用することにより、蓄熱部に大量の熱を蓄熱できるとともに、通気
部に熱媒体を通過させて、熱伝導率の大きな上記多孔質体の空隙表面を利用して熱媒体と
熱交換させることができる。
【００２５】
　一体の多孔質体の所定の領域に蓄熱物質を充填する手法として、重力や遠心力を利用し
た手法を採用できる。なお、上記蓄熱部は、通気性がない程度に固体蓄熱物質を充填する
こともできるし、通気性を持たせて構成することもできる。また、所要の通気性を確保で
きれば、通気部に上記固体蓄熱材料を保持させることもできる。
【００２６】
　請求項２に記載した発明のように、上記蓄熱物質として、固体形状を保持したまま潜熱
を蓄熱できる樹脂蓄熱物質を採用するのが好ましい。たとえば、三菱電線工業株式会社製
の潜熱蓄熱材（登録商標ＭＨＳシリーズ）を採用することができる。
【００２７】
　上記潜熱蓄熱材は、蓄熱温度３２℃～８０℃の所定の温度において、蓄熱することが可
能であり、固体のままで１７５～１８０ｋＪ／ｋｇの潜熱量を有している。このため、少
ないスペースに、大量の熱を蓄熱することが可能となる。
【００２８】
　請求項６に記載した発明は、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の蓄熱材を備
えるとともに、熱媒体を上記蓄熱材の空隙に通過させて熱交換するように構成された蓄熱
器に関するものである。
【００２９】
　本願発明に係る蓄熱器においては、同一の回路から入熱及び放熱を行うように構成する
こともできるし、入熱側回路と放熱側回路とを別途設定することもできる。入熱側回路と
放熱側回路とを別途に設ける場合には、一方の回路を流れる熱媒体を、上記蓄熱材内部に
流動させるように構成するとともに、他方の回路を流れる熱媒体を、パイプ等を介して蓄
熱材との間で熱交換させるように構成することができる。さらに、蓄熱材内部に通気性の
ない仕切壁を設けることにより、一体の蓄熱材内部を、異なる回路を流れる熱媒体を流動
させるように構成することもできる。
【００３０】
　請求項７に記載した発明のように、上記蓄熱器内に他の熱媒体を通すパイプを設け、上
記パイプの外周面に上記多孔質体を接合することができる。上記多孔質体は、上記固体蓄
熱物質より大きな熱伝導率を有している。また、上記多孔質体の空隙内に固体蓄熱物質が
保持されている。したがって、この多孔質体をパイプの外周部に接合することにより、パ
イプ外周部と上記蓄熱物質の間の熱移動を円滑に行うことが可能となり、蓄熱材の隅々の
部分と迅速な熱交換が可能となる。これにより、上記蓄熱材の空隙を通過する熱媒体と、
上記パイプ内を流れる他の熱媒体との間で、短時間に大量の熱を交換させることができる
。なお、上記パイプを設置する形態は特に限定されることはない。蓄熱容器の一方の壁部
から他方の壁部へ貫通するように設けることもできるし、一方の壁部から蓄熱器内部へ入
るとともに同じ壁部から延出するように貫通させることもできる。
【００３１】
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　上記多孔質体を上記パイプの外周に接合する手法は特に限定されることはない。たとえ
ば、圧着やロウ付け等によって上記パイプの外周に上記多孔質体を接合することができる
。
【００３２】
　さらに、請求項８に記載したように、上記蓄熱材の内部に、上記パイプの外周部に接合
された熱伝導部材を設けることができる。上記熱伝導部材として、アルミや銅の熱伝導率
の高い材料から形成されたフィン状の金属を採用するのが好ましい。上記熱伝導部材は、
蓄熱材に埋め込むように配置するのが好ましい。上記多孔質体と上記熱伝導部材とを接合
することにより、蓄熱物質から上記多孔質体へ熱が移動させられるとともに、上記多孔質
体から上記熱伝導部材に熱が移動させられ、この熱伝導部材から上記パイプに熱が移動さ
せられる。このため、蓄熱材との熱交換効率をさらに向上させることができる。
【００３３】
　請求項９に記載した発明は、蓄熱容器内に収容された上記蓄熱材の内部において、空隙
内を流れる熱媒体を所定の経路に沿って流動させる規制手段を設けたものである。
【００３４】
　たとえば、蓄熱材を収容する蓄熱容器内に、通気性のない板状部材を配置することによ
り、上記蓄熱材の内部を流動する熱媒体の流路を設定したり、規制したりすることができ
る。これにより、蓄熱容器内の蓄熱材の広い領域に熱媒体を直接作用させることが可能と
なり、熱媒体と蓄熱材との間で大量の熱を交換することができる。また、蓄熱材の各部の
放熱量や温度の差も小さくなり、安定した放熱及び蓄熱を行うことができる。
【００３５】
　請求項１０に記載した発明は、蓄熱器内に保持された通気性のある多孔質蓄熱材の空隙
内部に熱媒体を通過させることにより熱交換を行う、蓄熱器における熱交換方法に係るも
のである。蓄熱材に熱媒体を直接作用させることができるため、高い熱交換効率を得るこ
とができる。
【発明の効果】
【００３６】
　蓄熱容量が大きく、また、熱交換効率の高い蓄熱材及び蓄熱器を構成することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本願発明の実施形態を図に基づいて具体的に説明する。
【００３８】
　図１に本願発明に係る蓄熱材を構成する多孔質体の外観形態及び製造手法の一例を示す
。本実施形態では、金属多孔質体１を、浸漬槽２０内で溶融状態にある樹脂蓄熱物資２に
浸漬し、上記蓄熱物質２を上記金属多孔質体１の空隙に充填する。
【００３９】
　上記金属多孔質体は、通気性を有する３次元網状構造を備える。本実施形態では、空隙
率が９０％以上のニッケル金属多孔質体を採用している。
【００４０】
　上記金属多孔質体１は、種々の手法を用いて製造されたものを採用することができる。
たとえば、発泡させた多孔質樹脂支持体に、無電解メッキ、真空蒸着、スパッタリング等
の方法で、カーボンや金属を被覆して導電性を付与する。この導電性を付与した多孔質樹
脂支持体をメッキ浴中で給電ブスバーを兼ねた回転軸の周りに回転する陰極体の表面に密
着させることにより、陽極から金属を上記多孔質体に電気メッキする。その後、上記多孔
質樹脂支持体を除去することにより、図１に示すような、三角柱状の骨格が３次元に連な
った連続気孔をもつ金属多孔質体を得ることができる。
【００４１】
　本実施形態に係る蓄熱物質は、パラフィン、樹脂、その他添加材を含んで構成される固
体状の樹脂蓄熱物質である。蓄熱温度は、約８０℃であり、約２．５ｋＪ／ｋｇ・Ｋの比
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熱、０．２１～０．２２Ｗ／ｍＫの熱伝導率を有している。また、固体形状を保持したま
ま、１７５～１８０ｋＪ／ｋｇの潜熱量を有している。また、融点は１００℃以上である
。上記蓄熱樹脂として、たとえば、三菱電線工業製の潜熱蓄熱材（登録商標ＭＨＳシリー
ズ）を採用することができる。
【００４２】
　本実施形態では、金属多孔質体１の上記空隙の全体に、上記樹脂蓄熱物質２が均等に分
散して保持されるとともに、蓄熱材の全体が通気性を備えるように上記浸漬工程が行われ
る。本実施形態では、上記多孔質金属体１の空隙率が２０％となるように、上記蓄熱樹脂
２が充填される。
【００４３】
　図２は、上記蓄熱材料３の断面を模式的に示す図である。この図に示すように、金属多
孔質体１の各空隙４の表面に樹脂蓄熱物質２が積層状態で保持されている。
【００４４】
　本実施形態に係る上記蓄熱材３は、一体的につながる３次元編目状の金属多孔質体１の
空隙４に、樹脂蓄熱物質２を保持させた形態を備える。また、上記金属多孔質体１の熱伝
導率は、上記樹脂蓄熱物質２より大きい。このため、上記蓄熱材３の内部では、主として
上記金属多孔質体１を介して熱が移動させられ、上記蓄熱材３の内部における熱移動の速
度が速い。したがって、蓄熱材３の一部から入熱された熱を、上記蓄熱材３の全域に移動
させて蓄熱することができる。また、上記蓄熱材３の全域から放熱部位に熱を移動させて
、短時間に大量の熱を放熱させることもできる。
【００４５】
　このため、本実施形態に係る蓄熱材料は、暖房等の空調用に利用できるばかりでなく、
自動車の駆動系を暖機運転するために用いることも可能となる。
【００４６】
　また、上記蓄熱材３は、上記金属多孔質体の空隙表面に、通気性を確保した形態で上記
樹脂蓄熱物質２が充填保持されている。このため、図２の矢印に示すように、連続した空
隙４に、気体や液体を流動させることができる。したがって、上記蓄熱材３の内部に空気
等の熱媒体を通過させることにより、上記樹脂蓄熱物質２や金属多孔質体１と、上記熱媒
体との間で、直接熱交換を行わせることができる。
【００４７】
　上記蓄熱材３の内部表面積は極めて大きい。したがって、上記空隙４内で熱媒体を流動
させることにより、熱媒体と蓄熱材３とを非常に大きな熱交換面を介して熱交換させるこ
とが可能となる。これにより、短時間に大量の熱を交換することが可能となる。特に、粘
度の低い空気等の気体を熱媒体として利用すると、上記蓄熱材３の内部を流動する抵抗も
小さくなり、大量の空気等と熱交換をすることができる。
【００４８】
　上記空隙４の大きさは、採用する熱媒体の種類や、所要の流量等によって設定すること
ができる。粘度の高い熱媒体を通過させるには、空隙のサイズを大きく設定するのが好ま
しい。
【００４９】
　図３及び図４に、上述した蓄熱材３を用いて構成した蓄熱器の第１の実施形態を示す。
本実施形態は、自動車の暖房等に用いる蓄熱器１１に本願発明を適用したものである。
【００５０】
　この実施形態では、断熱性を有する円筒状の蓄熱容器１０内に蓄熱材３を充填するとと
もに、銅等の熱伝導率の高い材料から形成された入熱用の金属パイプ５を、上記蓄熱容器
１０の軸方向に貫通させて蓄熱器１１を構成している。上記入熱用のパイプ５は、エンジ
ンもしくはモータやインバータの冷却回路につながっており、図示しないポンプ等によっ
てエンジンもしくはモータやインバータで加熱された冷却媒体９が流動させられる。
【００５１】
　上記蓄熱材３を構成する金属多孔質体１は、上記パイプ５の外周面に圧接されている。
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このため、上記パイプ５の外周面から上記金属多孔質体１に熱が放熱されるとともに、上
記金属多孔質体１を介して蓄熱材３の隅々まで熱が移動させられて、樹脂蓄熱物質２に蓄
熱が行われる。上記金属多孔質体１を上記パイプ５の外周面に接合する方法は特に限定さ
れることはなく、上記圧接の外、ロウ付けや溶接等を利用して接合することができる。
【００５２】
　一方、本実施形態では、蓄熱器１１内に放熱用のパイプは設けられておらず、一方の軸
方向壁に、熱媒体としての空気８を導入する空気導入口６を設けるとともに、他方の軸方
向壁に加熱した空気を排出できる空気排出口７を設けている。
【００５３】
　本実施形態に係る蓄熱材３は、高い通気性を備えているため、上記空気導入口６から導
入された空気８は、上記蓄熱材３の空隙内を矢印のように流れて、上記蓄熱材３から直接
熱を受け取ることができる。しかも、蓄熱材３の空隙内を通過して熱交換を行わせるため
、非常に広い熱交換面積を介して熱が移動させられる。このため、大量の空気を上記樹脂
蓄熱物質２の温度まで上昇させることができる。
【００５４】
　図５に、本願発明の第２の実施形態に係る蓄熱器１１１を示す。
【００５５】
　この実施形態では、上記第１の実施形態と同様に、円筒状の蓄熱容器１１０内に、第１
の実施形態と同様の蓄熱材１０３を充填するとともに、軸方向に入熱用のパイプ１０５を
貫通させて蓄熱器１１１を構成している。
【００５６】
　また、上記蓄熱容器１１０の一方の軸方向壁に、熱媒体としての空気１０８を上記蓄熱
容器１１０内へ導入する空気導入口１０６を設けるとともに、他方の軸方向壁に、加熱し
た空気を排出する空気排出口１０７を設けている。
【００５７】
　さらに、本実施形態では、上記蓄熱容器１１０の内部に、この蓄熱容器１１０の内周面
の上下方向から所定間隔を開けて交互に延出する流路規制板１２１を設けている。
【００５８】
　上記流路規制板１２１は、通気性がないものを採用している。このため、上記空気導入
口１０６から導入された空気は、上記流路規制板１２１に沿って、上記蓄熱材１０３の内
部を上下に方向を変えながら流動させられる。
【００５９】
　すなわち、上記流路規制板１２１を設けることにより、上記蓄熱材３の内部における空
気の流路が設定される。本実施形態では、上記空気を蓄熱材３の内部で上下に流動させる
ことにより、この空気を上記蓄熱材１０３内部のほぼ全域にくまなく流動させて熱交換を
行わせることが可能となる。このため、熱交換効率が格段に向上する。上記流路規制板の
形態や配置位置は、上述した実施形態に限定されることはない。蓄熱容器の形態や、熱媒
体の特性に応じて種々の流路規制手段を設けることができる。
【００６０】
　図６に、本願発明に係る蓄熱器の第３の実施形態を示す。この実施形態に係る蓄熱器２
１１においても、上述した第１の実施形態と同様に、円筒状の蓄熱容器２１０内に、第１
の実施形態と同様の蓄熱材２０３を充填するとともに、軸方向に入熱用のパイプ２０５を
貫通させて、蓄熱器を構成している。
【００６１】
　本実施形態では、蓄熱容器２１０の一方の軸方向壁に、空気導入口２０６と空気排出口
２０７の双方を設け、軸方向の同じ側から空気２０８を蓄熱器２１１に導入し、また、取
り出すことができるように構成している。
【００６２】
　上記空気導入口２０６には、上記蓄熱容器２１０の内部を上記空気導入口２０６と軸方
向の反対側まで延びるパイプが採用されており、上記空気２０８は、上記パイプの先端部
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の吐出口２０６ａから蓄熱容器２１０の内部に吐出される。
【００６３】
　上記構成の蓄熱器２１１においては、上記空気は、上記空気導入口２０６及び上記空気
排出口２０７を設けた側と反対側から、上記空気排出口２０７に向けて蓄熱材２０３の内
部を流動させられる。したがって、第１の実施形態と同様に、空気を蓄熱材２０３のすみ
ずみに流動させて熱交換を行わせることができる。
【００６４】
　図７に、本願発明に係る蓄熱器の第４の実施形態を示す。
【００６５】
　この実施形態においては、金属多孔質体３０１に、樹脂蓄熱物質３０２を保持させた蓄
熱部３０３ａと、樹脂蓄熱物質３０２を保持させない通気部３０３ｂとを設けて蓄熱材３
０３を構成している。上記蓄熱部３０３ａは、金属多孔質体３０１の空隙部の全体に蓄熱
樹脂３０２を充填して構成されており、通気性を有していない。一方、上記通気部３０３
ｂは、上記樹脂蓄熱物質３０２が充填されていないため、高い通気性能を備える。上記蓄
熱部３０３ａ及び上記通気部３０３ｂは、樹脂蓄熱物質３０２を溶融保持した浸漬槽に、
金属多孔質体を所定の深さまで浸漬することにより、容易に製作することができる。
【００６６】
　上記蓄熱器３１１の一方の軸方向壁に空気導入口３０６が設けられるとともに、他方の
軸方向壁に空気排出口３０７が設けられている。上記空気導入口３０６から、蓄熱器内に
空気３０８を導入すると、上記通気部３０３ｂ内を通気が流動して熱交換が行われる。
【００６７】
　上記通気部３０３ｂは、樹脂蓄熱物質が充填されていないため通気性が高い。したがっ
て、空気の流動抵抗が少なく、大量の空気を流動させることができる。
【００６８】
　一方、上記蓄熱部３０３ａは、金属多孔質体３０１の空隙部に大量の樹脂蓄熱物質３０
２を保持させている。このため、通気性はないものの熱容量を大きく設定することができ
る。上記蓄熱部３０３ａと、上記通気部３０３ｂとは、熱伝導率の高い金属多孔質体３０
１を介して一体的に形成されている。このため、上記蓄熱部３０３ａから上記通気部３０
３ｂに、上記金属多孔質体３０１を介して、熱が迅速に移動させられる。したがって、上
記通気部３０３ｂを流動する空気に、効率よく熱を移動させることができる。
【００６９】
　上記蓄熱部３０３ａと上記通気部３０３ｂの形態は、上記実施形態に限定されることは
ない。本実施形態では、重力を利用して、上記蓄熱部３０３ａと上記通気部３０３ｂとを
設けたが、遠心力等を利用することにより、金属多孔質体３０１の所望部位に蓄熱樹脂を
充填して蓄熱部を形成することができる。
【００７０】
　さらに、本実施形態では、上記蓄熱部３０３ａを貫通するように入熱側パイプ３０５を
設けるとともに、上記蓄熱部３０３ａに埋め込み状に熱伝導部材３１２を設けている。
【００７１】
　上記熱伝導部材３１２は、銅等の熱伝導性の高い金属板から形成されている。また、複
数の上記熱伝導部材３１２が、上記パイプ３０５の軸方向に略平行に配列されるとともに
、上記パイプ３０５の外周部に接合されている。
【００７２】
　上記構成を採用することにより、上記パイプ３０５内を流れる入熱側の熱媒体３０９か
ら、上記パイプ３０５を介して上記熱伝導部材３１２に熱が入熱される。上記熱伝導部材
３１２には、上記蓄熱材３０３を構成する金属多孔質体３０１が接合されている。このた
め、上記熱伝導部材３１２を介して上記蓄熱部３０３ａの隅々に迅速に熱を移動させるこ
とができるとともに、上記金属多孔質体３０１に保持された蓄熱樹脂３０２に迅速に蓄熱
することができる。したがって、蓄熱効率を大幅に高めることができる。
【００７３】
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　図８及び図９に、本願発明の第５の実施形態を示す。この実施形態は、図６に示す第３
の実施形態において、入熱用のパイプ４０５を一方の側から配管して構成したものである
。
【００７４】
　上記第５の実施形態に係る蓄熱器４１１においても、上述した第３の実施形態と同様に
、円筒状の蓄熱容器４１０内に、蓄熱材４０３を充填するとともに、蓄熱容器４１０の一
方の軸方向壁に、空気導入口４０６と空気排出口４０７の双方を設け、軸方向の同じ側か
ら空気４０８を蓄熱器４１１に導入し、また、取り出すことができるように構成している
。
【００７５】
　一方、上記パイプ４０５は、蓄熱容器４１０の周壁の上方から上記蓄熱容器４１０内に
貫入させられるとともに、蓄熱容器４１０の内部でコ字状に屈曲させられて方向が転換さ
せられ、上記貫入させられた側と同じ側の周壁から延出させられている。
【００７６】
　上記構成を採用することにより、入熱側と放熱側の配管を、蓄熱器４１１の同じ側から
設けることが可能となる。
【００７７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　熱媒体との熱交換効率が高い蓄熱材及び蓄熱器を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】多孔質体の外観形態及び蓄熱材の製造方法を示す図である。
【図２】本願発明の蓄熱材の内部構造を模式的に示す断面図である。
【図３】本願発明に係る蓄熱器の第１の実施形態を示す断面図である。
【図４】図３におけるＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】本願発明に係る蓄熱器の第２の実施形態を示す断面図である。
【図６】本願発明に係る蓄熱器の第３の実施形態を示す断面図である。
【図７】本願発明に係る蓄熱器の第４の実施形態を示す断面図である。
【図８】本願発明に係る蓄熱器の第５の実施形態を示す断面図である。
【図９】図８におけるＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　熱伝導性多孔質体
　２　蓄熱物質
　３　蓄熱材
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